
第10回定時株主総会招集ご通知に際しての
インターネット開示事項

事業報告
財産及び損益の状況
主要な事業内容
主要な営業所
従業員の状況
主要な借入先の状況
新株予約権等の状況
会計監査人の状況
業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況
連結計算書類
連結持分変動計算書
連結注記表
計算書類
株主資本等変動計算書
個別注記表
監査報告
連結計算書類に係る会計監査報告

法令及び当社定款第15条の規定に基づき、上記の事項につきましては、インターネット上の
当社ホームページ（https://ir.msandc.co.jp/stock/meeting/）に掲載することにより、
株主の皆様に提供しております。

株式会社ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ

2022年04月22日 09時52分 $FOLDER; 1ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）



事業報告
財産及び損益の状況
①企業集団の財産及び損益の状況

区 分 第 ７ 期
（2019年３月期）

第 ８ 期
（2020年２月期）

第 ９ 期
（2021年２月期）

第 10 期
（当連結会計年度）
（2022年２月期）

IFRS IFRS IFRS IFRS
売 上 収 益（千円） 2,859,616 2,528,351 1,308,410 1,933,945
営 業 利 益 （△ 損 失）（千円） 563,601 320,802 △304,995 316,628
税引前利益（△損失）（千円） 562,975 319,445 △307,643 313,102
親 会 社 の 所 有 者 に
帰 属 す る 当 期 利 益

（△損失）
（千円） 395,684 223,182 △244,554 206,510

基 本 的 １ 株 当 た り
当 期 利 益 （△ 損 失）（円） 85.29 50.43 △55.62 46.93

資 産 合 計（千円） 4,096,557 3,813,717 3,851,896 3,901,270
親 会 社 の 所 有 者 に
帰 属 す る 持 分 合 計（千円） 3,337,090 3,125,476 2,751,033 2,894,567

１ 株 当 た り 親 会 社
所 有 者 帰 属 持 分 （円） 713.25 707.92 623.11 667.44

②当社の財産及び損益の状況

区 分 第 ７ 期
（2019年３月期）

第 ８ 期
（2020年２月期）

第 ９ 期
（2021年２月期）

第 10 期
（当事業年度）
（2022年２月期）

日本基準 日本基準 日本基準 日本基準
売 上 高（千円） 2,835,206 2,499,993 1,270,823 1,891,010
経 常 利 益 ( △ 損 失）（千円） 442,692 203,339 △446,933 180,852
当期純利益 ( △損失）（千円） 237,442 88,914 △416,659 75,695
１株当たり当期純利益

(△損失）（円） 51.18 20.09 △94.77 17.20

総 資 産（千円） 3,538,087 3,078,730 2,940,157 2,884,039
純 資 産（千円） 2,790,380 2,445,484 1,901,028 1,913,212
１ 株 当 た り 純 資 産 （円） 595.57 553.03 429.71 441.15
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（注）当社は2020年度より決算期（事業年度の末日）を３月31日から２月末日に変更しました。従いまして、
経過措置となる2020年２月期は、11カ月の決算期間となっております。

主要な事業内容（2022年２月28日現在）
事 業 区 分 事 業 内 容

ミステリーショッピング
リ サ ー チ 事 業

・ミステリーショッピングリサーチ
（顧客満足度覆面調査）
当社グループのモニターが一般利用者として顧客企業の運営する店舗等
を訪れ、商品やサービスを評価する
・tenpoket チームアンケート
（従業員満足度調査）
従業員の働きがいやモチベーションに焦点を当て、組織が抱える問題点
を明らかにする
・コンサルティング・研修
各種調査結果を用いた改善活動の定着化を支援するため、企業経営全般
に関するコンサルティング及び教育研修プログラムを実施・提供する

主要な営業所（2022年２月28日現在）
①当社

本社 東京都中央区

②子会社
MS&Consulting（Thailand）Co.,Ltd. タイ バンコク市
台灣密思服務顧問有限公司 台湾 台北市
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従業員の状況（2022年２月28日現在）
① 企業集団の従業員の状況 123（21）名（前連結会計年度末比 14名減 （１名増））
（注）１．従業員数は就業人員（当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グル

ープへの出向者を含む。）であり、臨時雇用者数（パートタイマー・アルバイト等）は、年間の
平均人員（１日８時間換算）を（ ）外数で記載しております。

２．当社グループは、ミステリーショッピングリサーチ事業の単一セグメントであるため、セグメン
ト別の記載を省略しております。

② 当社の従業員の状況
従業員数 前事業年度末比増減 平均年齢 平均勤続年数
118（13）名 11名減 （１名増） 36.6歳 8.3年

（注）１．従業員数は就業人員（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む。）であ
り、臨時雇用者数（パートタイマー・アルバイト等）は、年間の平均人員（１日８時間換算）を
（ ）外数で記載しております。

２．当社は、ミステリーショッピングリサーチ事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記
載を省略しております。

主要な借入先の状況（2022年２月28日現在）
借 入 先 借 入 残 高 （千円）
㈱ 三 井 住 友 銀 行 236,128
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新株予約権等の状況
① 当事業年度の末日において当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新
株予約権の状況
名 称 第 １ 回 新 株 予 約 権
新 株 予 約 権 の 数 1,313個

役
員
の
保
有
状
況

取 締 役
（監査等委員を除く）

取 締 役
（社外取締役を除く）

新株予約権の数 1,313個
目的となる株式 131,300株
保有者数 ４名

社 外
取 締 役 ―

取 締 役
（監査等委員）

取 締 役
（社外取締役を除く） ―

社 外
取 締 役 ―

新 株 予 約 権 の 目 的 で あ る
株 式 の 種 類 及 び 数

当社普通株式
131,300株

新 株 予 約 権 の 発 行 価 額 無償

新 株 予 約 権 の 行 使 に 際 し て
出 資 さ れ る 財 産 の 価 額

新株予約権１個当たり
50,000円

新 株 予 約 権 の 行 使 期 間 自 2016年３月19日
至 2024年３月18日

主 な 行 使 条 件 （注１）
取 得 事 由 （注２）

（注１）新株予約権の行使の条件
（1）本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権または権利者について「会社が新株予約権を取得

することができる事由及び取得の条件」に定める取得事由が発生していないことを条件とする。ただし、
取締役会の決議により特に行使を認められた場合はこの限りでない。

（2）本新株予約権の行使は１新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないもの
とする。
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（注２）会社が本新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
（1）当社が消滅会社となる吸収合併もしくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割もしくは新設分割、ま

たは当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転について、法令上または当社の定款上必要な当社
の株主総会の承認決議（株主総会決議に替えて総株主の同意が必要である場合には総株主の同意の取得、
そのいずれも不要である場合には、取締役会の決議）が行われた場合

（2）権利者が当社の取締役または執行役員でなくなった場合

会計監査人の状況
① 名称 太陽有限責任監査法人

② 報酬等の額
報酬等の額（千円）

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 20,600
当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他財産上の利益の合計額 20,600
（注）１．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の

監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計監
査の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

２．監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠
等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等について同意の判
断をいたしました。

３．当社の重要な子会社のうち、一部の海外子会社については、当社の会計監査人以外の公認会計士また
は監査法人（海外におけるこれらの資格に相当する資格を有する者を含む）の監査を受けておりま
す。

③ 非監査業務の内容
該当事項はありません。
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④ 会計監査人の解任または不再任の決定の方針
監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認

められる場合には、監査等委員全員の同意により会計監査人を解任いたします。この場
合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまし
て、会計監査人を解任した理由を報告いたします。
また監査等委員会は、会計監査人の職務の執行状況や当社の監査体制等を勘案して会計

監査人の変更が必要であると認められる場合は、会計監査人の解任または不再任に関する
株主総会提出議案の内容を決定いたします。

⑤ 責任限定契約に関する事項
当社は、定款に会計監査人の責任限定契約に関する規定を設けております。当該定款に

基づき当社が太陽有限責任監査法人と締結した責任限定契約の内容の概要は次のとおりで
す。
会計監査人は、本契約締結後、会社法第423条第１項の責任について、その職務を行う

につき善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第１項に定める最低責任限度
額を上限として損害賠償を負担するものとし、その損害賠償責任額を超える部分について
は、当社は、会計監査人を当然に免責するものとする。

⑥ 補償契約に関する事項
該当事項はありません。
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業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況
１．決議の内容の概要

当社は、「内部統制システム構築の基本方針」を取締役会において決議し、適宜これを
改訂しておりますが、2017年４月26日開催の取締役会において、以下のとおり一部改訂
を行い、当社及び子会社からなる企業集団（以下、「当社グループ」という。）の業務の適
正を確保するための体制作りと管理体制のより一層の整備を図ることとしております。
（1）取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
① 倫理的行動規範、リスク管理規程を制定運用する。
② 内部監査及び監査等委員会監査を実施し、職務の執行が法令及び定款に適合してい
ることを確認する。

③ 内部通報制度の有効性を確保するための規程を制定し、業務執行に係るコンプライ
アンス違反及びその恐れに関して、通報・相談を受け付けるための窓口を設置す
る。

④ 会社規程集（定款を含む）を整備し、取締役及び使用人が常に目をとおせる状態に
する。

（2）取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
職務の執行に係る文書その他の情報は、文書管理規程、機密管理規程及び関連マニ
ュアルを制定し、保存・管理をする。なお、保存・管理体制は必要に応じて見直し
等を行う。

（3）損失の危険の管理に関する規程その他の体制
① 損失の危険（以下、「リスク」という。）の予防及び発生したリスクへの対処につき
リスク管理規程及び関連マニュアルを制定・運用するとともに使用人への教育を行
う。

② 各業務執行取締役及び執行役員は、その所掌の範囲のリスクを洗出し、常に状況を
把握するとともに定期的に取締役会に報告する。

③ 内部監査人による内部監査の実施及び指摘事項がある場合、適切かつ速やかに対処
する。
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（4）取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
① 職務権限規程等職務執行に関連する規程を整備・運用する。
② 各組織単位に業務執行取締役または執行役員を置き、所定の権限を持ち職務執行す
るとともに、毎月業務執行状況を取締役会に報告する。

③ 稟議規程に基づく各階層の決裁者間で業務執行内容をチェックし、執行段階での牽
制機能が働くようにする。

④ 業務執行取締役、執行役員、本部長、部長及びマネージャーによる幹部会を実施
し、経営状況を共有するとともに、各組織の活動状況を把握し取締役自らの業務執
行の効率化を図る。

（5）監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使
用人に関する事項
監査等委員会の求めに応じて、経営管理本部長は監査等委員会事務局を総務部に設
置のうえ、監査等委員会の職務を補助すべき使用人（以下、「補助使用人」とい
う。）を任命し、当該監査等業務の補助に当たらせる。

（6）補助使用人の監査等委員でない取締役からの独立性に関する事項
① 補助使用人は、監査等委員会の指揮命令に従って、監査等業務を補佐するものとす

る。
② 当該補助使用人の任免、異動、人事考課、懲罰については、監査等委員会の同意を
得たうえで行うものとし、監査等委員でない取締役からの独立性を確保するものと
する。

（7）補助使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
補助使用人が監査等委員会の指揮命令に従う旨を監査等委員でない取締役及び使用
人に周知徹底する。
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（8）監査等委員でない取締役及び使用人並びに子会社の役員及び使用人が監査等委員会に
報告するための体制と当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないこと
を確保するための体制
① 監査等委員でない取締役及び使用人並びに子会社の役員及び使用人は、監査等委員
会の要請に応じて報告をするとともに、職務執行の状況、経営に重大な影響を及ぼ
す事実等の重要事項について、適時・適切に監査等委員または監査等委員会に直接
または関係部署を通じて報告し、監査等委員会と情報を共有する。

② 重要な稟議書は、決裁者による決裁後監査等委員に回付され、業務執行状況が逐一
報告される体制とする。

③ 前２項の報告を行った者に対し、内部通報制度規程に基づいて、報告したことを理
由とする不利な取扱いを禁止する。

（9）監査等委員の職務の執行について生ずる費用等の処理に係る方針に関する事項
監査等委員が職務の執行について生ずる費用等の請求をしたときは、当該監査等委
員の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用の精算処
理を行う。

（10）その他監査等委員会の監査等が実効的に行われることを確保するための体制
内部監査人、会計監査人との定期的な連絡会を設け連携を深め、実効的な監査等が
行えるようにする。
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（11）当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
① 関係会社管理規程に基づき、子会社の経営について経営管理本部を中心に、その自
主性を尊重しつつ、重要事項について事前協議を行う。また、子会社の業績、経営
計画の進捗状況、業務の執行状況について定期的に報告を求めるとともに、当該子
会社において重要な事象が発生した場合には適宜報告を求める。

② 経営管理本部及び内部監査人が子会社のコンプライアンス体制やリスク管理体制を
監視すると同時に、子会社の内部統制システムの状況を監査し、整備・運用を指導
する。

③ 子会社の取締役、監査役を当社から派遣し、子会社の取締役の職務執行及び経営の
適法性・効率性などにつき、監視・監督または監査を行う。

④ 子会社の取締役の職務執行、コンプライアンス体制及びリスク管理体制の状況並び
にその他上記①から③において認識した重要事項に関して、当社の取締役会、監査
等委員会等に報告する。

２．業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
主な会議の開催状況として、取締役会は16回開催され、取締役の職務執行の適法性を

確保し、取締役の職務執行の適正性及び効率性を高めるために、当社と利害関係を有しな
い社外取締役が出席いたしました。また、監査等委員４名で構成する監査等委員会は12
回開催いたしました。
監査等委員は、監査等委員会において定めた監査計画に基づき監査を行うとともに、当

社代表取締役社長及び他の取締役、内部監査人、会計監査人との間で意見交換を行い、相
互に連携を図りました。
内部監査人は、監査計画に基づき、業務監査を実施いたしました。
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連結計算書類
連結持分変動計算書

（2021年３月１日から）2022年２月28日まで
（単位：千円）

親会社の所有者に帰属する持分
非支配
持分 資本合計

資本金 資本
剰余金 自己株式

その他の
資本の
構成要素

利益
剰余金 合計

2021年３月１日時点の残高 621,038 1,554,687 △30,544 △15,241 621,094 2,751,033 △26,504 2,724,529

当 期 利 益 ― ― ― ― 206,510 206,510 △1,376 205,134

そ の 他 の 包 括 利 益 ― ― ― △3,246 ― △3,246 △256 △3,502

当 期 包 括 利 益 合 計 ― ― ― △3,246 206,510 203,264 △1,632 201,632

減 資 △576,038 576,038 ― ― ― ― ― ―

欠 損 填 補 ― △121,327 ― ― 121,327 ― ― ―

自 己 株 式 の 取 得 ― △90 △59,641 ― ― △59,731 ― △59,731

所 有 者 と の 取 引 額 合 計 △576,038 454,621 △59,641 ― 121,327 △59,731 ― △59,731

2022年２月28日時点の残高 45,000 2,009,308 △90,185 △18,486 948,930 2,894,567 △28,136 2,866,430

― 11 ―

2022年04月22日 09時52分 $FOLDER; 12ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）



連結注記表
１．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等
（１）連結計算書類の作成基準

当社の連結計算書類は、会社計算規則第120条第１項の規定により、国際会計基準（以下、IFRSとい
う。）に準拠して作成しております。なお、連結計算書類は、同項後段の規定により、IFRSで求められてい
る開示項目の一部を省略しております。

（２）連結の範囲に関する事項
連結子会社の状況
・連結子会社の数 ２社
・主要な連結子会社の名称 MS&Consulting（Thailand）Co.,Ltd.

台灣密思服務顧問有限公司

（３）連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社の決算日が当社の決算日と異なるため、連結決算日現在で実施した仮決算に基づく連結子会

社の財務数値を用いております。

（４）会計方針に関する事項
①重要な資産の評価基準及び評価方法
（Ⅰ）金融資産
（A）当初認識及び測定

当社グループは、金融資産について、純損益またはその他の包括利益を通じて公正価値で測定
される金融資産、償却原価で測定される金融資産に分類しております。この分類は、当初認識時
に決定しております。
当社グループは、金融資産に関する契約の当事者となった取引日に当該金融商品を認識してお

ります。
すべての金融資産は、純損益を通じて公正価値で測定される区分に分類される場合を除き、公

正価値に取引費用を加算した金額で測定しております。
金融資産は、以下の要件をともに満たす場合には、償却原価で測定される金融資産に分類して

おります。
・契約上のキャッシュ・フローを回収するために資産を保有することを目的とする事業モデルに
基づいて、資産が保有されている。
・金融資産の契約条件により、元本及び元本残高に対する利息の支払のみであるキャッシュ・フ
ローが特定の日に生じる。
償却原価で測定される金融資産以外の金融資産は、公正価値で測定される金融資産に分類して

おります。

― 12 ―

2022年04月22日 09時52分 $FOLDER; 13ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）



公正価値で測定される資本性金融資産については、純損益を通じて公正価値で測定しなければ
ならない売買目的で保有される資本性金融資産を除き、個々の資本性金融資産ごとに、純損益を
通じて公正価値で測定するか、その他の包括利益を通じて公正価値で測定するかを指定し、当該
指定を継続的に適用しております。

（B）事後測定
金融資産の当初認識後の測定は、その分類に応じて以下のとおり測定しております。

（a）償却原価により測定される金融資産
償却原価により測定される金融資産については、実効金利法による償却原価により測定して

おります。
（b）公正価値により測定される金融資産

公正価値により測定される金融資産の公正価値の変動額は純損益として認識しております。
ただし、資本性金融資産のうち、その他の包括利益を通じて公正価値で測定すると指定したも
のについては、公正価値の変動額はその他の包括利益として認識しております。なお、当該金
融資産からの配当金については、金融収益の一部として純損益として認識しております。

（C）金融資産の減損
償却原価により測定される金融資産については、予想信用損失に対する貸倒引当金を認識して

おります。
当社グループは、期末日ごとに各金融資産に係る信用リスクが当初認識時点から著しく増加し

ているかどうかを評価しており、当初認識時点から信用リスクが著しく増加していない場合には、
12カ月の予想信用損失を貸倒引当金として認識しております。一方で、当初認識時点から信用リ
スクが著しく増加している場合には、全期間の予想信用損失と等しい金額を貸倒引当金として認
識しております。
信用リスクが著しく増大しているか否かは、デフォルトリスクの変化に基づいて判断しており

ます。
ただし、重大な金融要素を含んでいない営業債権については、信用リスクの当初認識時点から

の著しい増加の有無にかかわらず、常に全期間の予想信用損失と等しい金額で貸倒引当金を認識
しております。
予想信用損失は、契約に従って企業に支払われるべき契約上のキャッシュ・フローと、企業が

受け取ると見込んでいるキャッシュ・フローとの差額を現在価値として測定しております。
当社グループは、ある金融資産の全体または一部分を回収するという合理的な予想を有してい

ない場合には、金融資産の総額での帳簿価額を直接減額しております。

（D）金融資産の認識の中止
当社グループは、金融資産からのキャッシュ・フローに対する契約上の権利が消滅する、また
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は当社グループが金融資産の所有のリスクと経済価値のほとんどすべてを移転する場合において
金融資産の認識を中止しております。当社グループが、移転した当該金融資産に対する支配を継
続している場合には、継続的関与を有している範囲において、資産と関連する負債を認識いたし
ます。

（Ⅱ）金融負債
（A）当初認識及び測定

当社グループは、金融負債について、純損益を通じて公正価値で測定される金融負債と償却原
価で測定される金融負債のいずれかに分類しております。この分類は、当初認識時に決定してお
ります。
すべての金融負債は公正価値で当初測定しておりますが、償却原価で測定される金融負債につ

いては、直接帰属する取引費用を控除した金額で測定しております。

（B）事後測定
金融負債の当初認識後の測定は、その分類に応じて以下のとおり測定しております。

（a）純損益を通じて公正価値で測定される金融負債
純損益を通じて公正価値で測定される金融負債については、売買目的保有の金融負債と当初

認識時に純損益を通じて公正価値で測定すると指定した金融負債を含んでおり、当初認識後公
正価値で測定し、その変動については当期の純損益として認識しております。

（b）償却原価で測定される金融負債
償却原価で測定される金融負債については、当初認識後実効金利法による償却原価で測定し

ております。実効金利法による償却及び認識が中止された場合の利得及び損失については、金
融費用の一部として当期の純損益として認識しております。

（C）金融負債の認識の中止
当社グループは、金融負債が消滅したとき、すなわち、契約中に特定された債務が免責、取消

し、または失効となった時に、金融負債の認識を中止いたします。

（Ⅲ）非金融資産の減損
棚卸資産及び繰延税金資産を除く当社の非金融資産の帳簿価額は、期末日ごとに減損の兆候の有

無を判断しております。減損の兆候が存在する場合は、当該資産の回収可能価額を見積っておりま
す。のれん及び耐用年数を確定できない、または未だ使用可能ではない無形資産については、回収
可能価額を毎年同じ時期に見積っております。
資産または資金生成単位の回収可能価額は、使用価値と売却費用控除後の公正価値のうちいずれ

か大きい方の金額としております。使用価値の算定において、見積将来キャッシュ・フローは、貨
幣の時間的価値及び当該資産に固有のリスクを反映した税引前割引率を用いて現在価値に割り引い
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ております。減損テストにおいて個別にテストされない資産は、継続的な使用により他の資産また
は資産グループのキャッシュ・インフローから、概ね独立したキャッシュ・インフローを生成する
最小の資金生成単位に統合しております。のれんの減損テストを行う際にはのれんが配分される資
金生成単位を、のれんが関連する最小の単位を反映して減損テストがされるように統合しておりま
す。企業結合により取得したのれんは、結合のシナジーが得られると期待される資金生成単位に配
分しております。
当社グループの全社資産は、独立したキャッシュ・インフローを生成いたしません。全社資産に

減損の兆候がある場合、全社資産が帰属する資金生成単位の回収可能価額を決定しております。
減損損失は、資産または資金生成単位の帳簿価額が見積回収可能価額を超過する場合に純損益と

して認識しております。資金生成単位に関連して認識した減損損失は、まずその単位に配分された
のれんの帳簿価額を減額するように配分し、次に資金生成単位内のその他の資産の帳簿価額を比例
的に減額しております。
のれんに関連する減損損失は戻し入れておりません。その他の資産については、過去に認識した

減損損失は、毎期末日において損失の減少または消滅を示す兆候の有無を評価しております。回収
可能価額の決定に使用した見積りが変化した場合は、減損損失を戻し入れております。減損損失は、
減損損失を認識しなかった場合の帳簿価額から必要な減価償却費及び償却額を控除した後の帳簿価
額を上限として戻し入れております。

②重要な減価償却資産の減価償却方法
（Ⅰ）有形固定資産

有形固定資産については、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した価額で表
示しております。
取得原価には、資産の取得に直接関連する費用、解体・除去及び土地の原状回復費用が含まれて

おります。
各資産の減価償却費は、それぞれの見積耐用年数にわたり、定額法で計上されております。主要

な資産項目ごとの見積耐用年数は以下のとおりであります。
・建物附属設備 ８－15年
・工具、器具及び備品 ３－８年
なお、見積耐用年数、残存価額及び減価償却方法は、各年度末に見直しを行い、変更があった場

合は、会計上の見積りの変更として将来に向かって適用しております。

（Ⅱ）その他の無形資産
個別に取得した無形資産は、当初認識時に取得原価で測定されます。
のれん以外の無形資産は、当初認識後、耐用年数を確定できない無形資産を除いて、それぞれの

見積耐用年数にわたって定額法で償却され、取得原価から償却累計額及び減損損失累計額を控除し
た価額で表示しております。主要な無形資産の見積耐用年数は以下のとおりであります。なお、耐
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用年数を確定できない無形資産はありません。
・ソフトウエア ５年
なお、見積耐用年数、残存価額及び償却方法は、各年度末に見直しを行い、変更があった場合は、

会計上の見積りの変更として将来に向かって適用しております。

（Ⅲ）リース
借手としてのリース取引について、リース開始日に使用権資産を取得原価で、リース負債を未払

リース料総額の現在価値として測定しております。
使用権資産は、見積耐用年数とリース期間のいずれか短い年数にわたって、定額法で減価償却を

行っております。
リース料は、利息法に基づき金融費用とリース負債の返済額に配分して認識しております。
ただし、無形資産に係るリース、リース期間が12カ月以内の短期リース及び原資産が少額のリー

スについては、使用権資産及びリース負債を認識しておりません。短期リースに係るリース料は、
リース料総額をリース期間にわたって、定額法または他の規則的な基礎のいずれかにより認識して
おります。

③重要な引当金の計上基準
引当金は、過去の事象の結果として、当社グループが、現在の法的または推定的債務を負っており、

当該債務を決済するために経済的資源の流出が生じる可能性が高く、当該債務の金額について信頼性の
ある見積りができる場合に認識しております。引当金は、見積将来キャッシュ・フローを貨幣の時間的
価値及び当該負債に特有のリスクを反映した税引前利率を用いて現在価値に割り引いております。時の
経過に伴う割引額の割戻しは金融費用として認識しております。
なお、賃借契約終了時に原状回復義務のある賃借事務所の原状回復費用見込額について、資産除去債

務を計上しております。

④退職後給付
当社グループは、従業員の退職後給付制度として企業型確定拠出年金制度を採用しております。確定

拠出制度は、雇用主が一定額の掛金を他の独立した事業体に拠出し、その拠出額以上の支払いについて
は法的または推定債務を負わない退職後給付制度であります。確定拠出型の退職後給付制度に係る費用
は、従業員が拠出額に対する権利を得る勤務を提供した時点で費用として認識しております。

⑤収益
当社グループでは、IFRS第９号「金融商品」に基づく利息及び配当収益等を除く顧客との契約につい

ては、以下のステップを適用することにより、収益を認識しております。
ステップ１：顧客との契約を識別する。
ステップ２：契約における履行義務を識別する。
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ステップ３：取引価格を算定する。
ステップ４：取引価格を契約における履行義務に配分する。
ステップ５：履行義務の充足時に（または充足するにつれて）収益を認識する。
また、顧客との契約獲得の増分コストまたは契約を履行するためのコストについては、資産計上すべ

きものはありません。

⑥のれん
当社グループは、のれんを取得日時点で測定した被取得企業に対する非支配持分の認識額を含む譲渡

対価の公正価値から、取得日時点における識別可能な取得資産及び引受負債の純認識額（通常、公正価
値）を控除した額として当初測定しております。
のれんは償却を行わず、毎期または減損の兆候が存在する場合には、その都度、減損テストを実施し

ております。
のれんは連結財政状態計算書において、取得原価から減損損失累計額を控除した価額で表示されます。
なお、のれんの減損損失の戻入は行っておりません。

⑦外貨換算
（Ⅰ）外貨建取引

外貨建取引は、取引日の為替レートで当社グループの各社の機能通貨に換算しております。
期末日における外貨建貨幣性資産及び負債は、期末日の為替レートで機能通貨に換算しておりま

す。
公正価値で測定される外貨建非貨幣性資産及び負債は、当該公正価値の算定日における為替レー

トで機能通貨に換算しております。
換算または決済により生じる換算差額は、損益として認識しております。ただし、その他の包括

利益を通じて測定される金融資産については、その他の包括利益として認識しております。

（Ⅱ）在外営業活動体の財務諸表
在外営業活動体の資産及び負債については期末日の為替レート、収益及び費用については平均為

替レートを用いて日本円に換算しております。在外営業活動体の財務諸表の換算から生じる換算差
額は、その他の包括利益として認識しております。在外営業活動体の換算差額は、在外営業活動体
が処分された期間に純損益として認識されます。

⑧消費税等の会計処理
税抜方式によっております。

⑨記載金額は千円未満を四捨五入しております。
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２．表示方法の変更に関する注記
（「会社計算規則の一部を改正する省令」に伴う変更）
「会社計算規則の一部を改正する省令」（2020年法務省令第45号）の公布に基づく会社計算規則の改正

に伴い、当連結会計年度から連結注記表に「会計上の見積りに関する注記」を記載しております。

３．会計上の見積りに関する注記
IFRSに準拠した連結計算書類の作成において、経営者は、会計方針の適用並びに資産、負債、収益及び費

用の金額に影響を及ぼす判断、見積り及び仮定を行うことが要求されております。実際の業績は、その性質
上これらの見積りとは異なる場合があります。
見積り及びその基礎となる仮定は継続して見直されます。会計上の見積りの見直しによる影響は、見積り

を見直した会計期間及びそれ以降の将来の会計期間において認識されます。
当連結会計年度の連結計算書類において判断、見積り及び仮定の設定を行った項目のうち、翌連結会計年

度の連結計算書類に重要な影響を及ぼす可能性がある項目は、以下のとおりです。

（１）のれんの評価
①当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額
のれん 2,223,891千円

②算出方法
連結財政状態計算書に計上されているのれんは、株式会社ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇの前身である

TMC BUYOUT3株式会社が2013年10月１日に旧ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ(2)を吸収合併した際に
発生したものであります。
当社グループは、のれんについて、毎期または減損の兆候がある場合には随時、減損テストを実施し

ております。減損テストの回収可能価額は、使用価値に基づき算定しております。

③主要な仮定
使用価値は、取締役会で承認された３年以内の事業計画を基礎とし、その後の長期成長率を０％と仮

定して計算した将来キャッシュ・フローの見積額を現在価値に割り引いて算定しております。
事業計画を基礎として計算した将来キャッシュ・フローの見積りにおける重要な仮定は、売上高、直

接利益（売上高からモニター謝礼やコンサルティング・研修に係る外注費等の直接原価を除いて算出し
た利益）、営業利益、ＭＳＲの調査数であり、過去の実績推移や直近の受注状況、経営環境等を考慮して
策定しております。
割引率は資金生成単位の加重平均資本コストを基礎に算定しており、当連結会計年度末の税引前の割

引率は13.3％であります。
なお、新型コロナウィルス感染症の収束時期を見通すことは困難ですが、2023年２月期中には、政府

や自治体による顧客企業の営業活動の制限が徐々に解除されていくものと想定しております。一方、感
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染再拡大に対する不安感や、中小企業を中心に感染拡大が長期化したダメージからの回復に時間がかか
ることを勘案すると、営業活動の制限解除後もしばらくは様子見が続くものと考えており、当社グルー
プは、2024年２月期中に顧客企業との取引量が回復するという仮定のもと見積りを行っております。

④翌連結会計年度の連結計算書類に与える影響
当連結会計年度における減損テストの結果、回収可能価額は帳簿価額を上回っているため、減損損失

は計上しておりませんが、将来の経営環境の著しい変化により見積り及びその基礎となる仮定に関する
不確実性が高まった場合には、翌連結会計年度において減損損失を計上する可能性があります。

４．連結財政状態計算書に関する注記
（１）資産から直接控除した貸倒引当金
営業債権及びその他の債権 14,179千円

（２）有形固定資産の減価償却累計額及び減損損失累計額 122,395千円
（３）使用権資産の減価償却累計額及び減損損失累計額 105,205千円

５．連結持分変動計算書に関する注記
（１）当連結会計年度末の発行済株式の種類及び総数

普通株式 4,465,000株

（２）配当に関する事項
①配当金の支払額
該当事項はありません。

②基準日が当連結会計年度に属する配当金のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議 株式の種類 配当金の総額 １株当たり配当額 基準日 効力発生日

2022年４月７日
取締役会 普通株式 34,695千円 8円 2022年２月28日 2022年５月27日

（３）新株予約権（権利行使期間の初日が到来していないものを除く）の目的となる株式の種類及び数
新株予約権の目的となる株式の種類 当連結会計年度末

普通株式 165,800株
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６．金融商品に関する注記
（１）金融商品の状況に関する事項
①金融商品に対する取組方針
当社グループは、資金運用については、一時的な余資を安全性の高い金融資産で運用し、また資金調

達については、経営計画と照らして必要に応じて資金を調達することとしております。

②金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
（Ⅰ）財務上のリスク管理

当社グループは、経営活動を行う過程において、財務上のリスク（信用リスク・流動性リスク・
為替リスク・金利リスク）に晒されており、当該財務上のリスクを軽減するために、リスク管理を
行っております。

（Ⅱ）信用リスク管理
信用リスクは、保有する金融資産の相手先が契約上の債務に関して債務不履行になり、当社グル

ープに財務上の損失を発生させるリスクであります。
当社グループは、与信管理規程等に基づいて、取引先に対して与信限度額を設定し、取引先ごと

の期日管理及び残高管理を行うとともに、回収遅延債権については、幹部会にて議論を行い今後の
対応について検討しております。
当社グループの債権は、広範囲の産業や地域に広がる多数の取引先に対するものであります。
なお、当社グループは、単独の相手先またはその相手先が所属するグループについて、過度に集

中した信用リスクを有しておりません。
当社グループは、重大な金融要素を含んでいない営業債権に対し、常に全期間の予想信用損失に

等しい金額で、貸倒引当金を設定しております。
（Ⅲ）流動性リスク管理

流動性リスクは、当社グループが期限の到来した金融負債の返済義務を履行するに当たり、支払
期日にその支払を実行できなくなるリスクであります。
当社グループは、適切な返済資金を準備するとともに、金融機関と良好な関係を築き、信用枠を

確保し、継続的にキャッシュ・フローの計画と実績をモニタリングすることで流動性リスクを管理
しております。

（Ⅳ）金利リスク管理
当社グループの借入金は、市場金利の変動リスクに晒されております。
当社グループは、有利子負債を超える額の現金及び預金等を保有しております。従って、当社グ

ループにとって金利リスクは重要でないと考えているため、金利の感応度分析は行っておりません。
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③公正価値の測定方法
現金及び現金同等物、営業債権及びその他の債権、営業債務及びその他の債務については、短期間で

決済されるものであるため、帳簿価額が公正価値に近似しております。
その他の金融資産、その他の金融負債の公正価値は残存期間及び信用リスクを加味した利率で割り引

いた現在価値により算定しており、帳簿価額は公正価値に近似しております。

（２）金融商品の公正価値に関する事項
2022年２月28日における連結財政状態計算書計上額、公正価値及びこれらの差額については、次のと

おりであります。
現金及び現金同等物、営業債権及びその他の債権、営業債務及びその他の債務については、短期間で決

済されるものであるため、公正価値は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
償却原価で測定するその他の金融資産は、敷金・保証金及び前払金であり、その将来キャッシュ・フロ

ーを市場金利等で割り引いた現在価値により算定しております。
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産は、非上場会社株式であり、割引将来キャッシ

ュ・フローに基づく評価モデル及びその他の評価方法により、公正価値を算定しております。
借入金については、変動金利によるものは、市場金利を反映しており、また、当社の信用状態は借入実

行後大きく異なっていないことから、公正価値は帳簿価額と近似していると考えられるため、当該帳簿価
額によっております。
なお、償却原価で測定する金融商品について、帳簿価額と公正価値が近似しているため、記載を省略し

ております。

公正価値で測定される金融商品
連結財政状態計算書

計上額 公正価値 差額
千円 千円 千円

資産：
その他の包括利益を通じて公正価値で
測定する金融資産
その他の金融資産 7,831 7,831 ―

合計 7,831 7,831 ―
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７．収益認識に関する注記
売上収益の内訳は以下のとおりであります。
(1)収益の分解
①顧客企業との契約及びその他の源泉から認識した収益

当連結会計年度
(自 2021年３月１日
至 2022年２月28日)

千円
顧客企業との契約から認識した収益 1,933,945

②分解した収益の内容

当連結会計年度
(自 2021年３月１日
至 2022年２月28日)

千円
ミステリーショッピングリサーチ 1,901,139
その他 32,805

合計 1,933,945

当社グループの事業内容は、顧客満足度の向上を目的とした顧客満足度覆面調査「ＭＳＲ」を基幹サー
ビスとして、従業員満足度調査「サービスチーム力診断」及びコンサルティング・研修などの各種サービ
スを提供することであります。これらのサービスから生じる収益は顧客企業との契約に従い計上してお
り、変動対価を含む売上収益の額に重要性はありません。また、約束した対価の金額に重要な金融要素は
含まれておりません。

当社グループはミステリーショッピングリサーチ事業の単一セグメントであり、主要なサービスの収益
を以下のとおり認識しております。

ＭＳＲ
ＭＳＲにおいては、当社グループのモニターが一般利用者として依頼主である顧客企業の運営する店舗

等を訪れ、実際に購買活動を通じて商品やサービスの評価を行い、調査結果のレポートを顧客企業に納品
した時点で履行義務を充足したと判断しております。当該履行義務に関する支払いは、請求月から概ね２
カ月以内に受領しております。取引価格については、顧客企業との契約ごとに定められた金額を収益とし
て計上しております。
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コンサルティング・研修
コンサルティング・研修においては、ＭＳＲをより有効に活用できるよう、調査実施前・後を含めてＭ

ＳＲの活用を総合的にサポートしており、調査とその結果に基づくコンサルティング・研修を顧客企業に
対して実施した時点で履行義務を充足したと判断しております。当該履行義務に関する支払いは、請求月
から概ね２カ月以内に受領しております。取引価格については、顧客企業との契約ごとに定められた金額
を収益として計上しております。

(2)契約残高
当社グループの契約残高は以下のとおりであります。

当連結会計年度期首
(2021年３月１日)

当連結会計年度
(2022年２月28日)

千円 千円
顧客企業との契約から生じた債権
売掛金 388,265 332,757

合計 388,265 332,757
契約負債
前受金 190,834 230,597

当連結会計年度に認識した収益のうち、2021年３月１日現在の契約負債残高に含まれていたものは
63,397千円であります。また、当連結会計年度において、過去の期間に充足(または部分的に充足)した履
行義務から認識した収益の額に重要性はありません。

(3)残存履行義務に配分した取引価格
当社グループにおいては、個別の予想契約期間が１年を超える重要な取引がないため、実務上の便法を適
用し、残存履行義務に関する情報の記載を省略しております。また、顧客企業との契約から生じる対価の
中に、取引価格に含まれていない重要な金額はありません。

(4)契約コスト
当社グループはIFRS第15号第94項の実務上の便法を適用し、償却期間が１年以内である場合には、契約
コストを発生時に費用として認識しております。

８．１株当たり情報に関する注記
１株当たり親会社所有者帰属持分 667円44銭
基本的１株当たり当期利益 46円93銭
希薄化後１株当たり当期利益 46円53銭
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計算書類
株主資本等変動計算書

（2021年３月１日から）2022年２月28日まで
（単位：千円）

株主資本

新株
予約権

純資産
合 計資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本
合 計資本

準備金

その他
資本
剰余金

資本
剰余金
合 計

その他
利益
剰余金

利益
剰余金
合 計繰越利益

剰余金

2021年３月１日残高 621,038 1,224,472 203,520 1,427,992 △121,327 △121,327 △30,544 1,897,158 3,870 1,901,028

事業年度中の変動額

減 資 △576,038 △1,179,472 1,755,510 576,038 ― ― ― ― ― ―

欠 損 填 補 ― ― △121,327 △121,327 121,327 121,327 ― ― ― ―

当 期 純 利 益 ― ― ― ― 75,695 75,695 － 75,695 ― 75,695

自己株式の取得 ― ― ― ― － － △59,641 △59,641 ― △59,641

株主資本以外の項目の当期変動額
（純 額） ― ― ― ― ― ― ― ― △3,870 △3,870

事 業 年 度 中 の
変 動 額 合 計 △576,038 △1,179,472 1,634,183 454,711 197,022 197,022 △59,641 16,054 △3,870 12,184

2022年２月28日残高 45,000 45,000 1,837,703 1,882,703 75,695 75,695 △90,185 1,913,212 ― 1,913,212
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個別注記表
１．重要な会計方針に係る事項に関する注記
（１）有価証券の評価基準及び評価方法
①子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
②その他有価証券
・市場価格のない株式等
移動平均法による原価法を採用しております。

（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法
・仕掛品
個別法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）

（３）固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産
定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりです。
建物附属設備 ８－15年
工具、器具及び備品 ３－８年
②無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、主な償却期間は以下のとおりです。
のれん 18年
自社利用のソフトウエア ５年

（４）引当金の計上基準
①貸倒引当金
債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債

権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

②賞与引当金
従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち、当事業年度に負担すべき額を計上してお

ります。

③役員賞与引当金
役員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち、当事業年度に負担すべき額を計上しており
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ます。

（５）その他の計算書類作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

２．表示方法の変更に関する注記
（「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用）
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」（企業会計基準第31号 2020年3月31日）を当事業年度より
適用し、個別注記表に「会計上の見積りに関する注記」を記載しております。

３．会計上の見積りに関する注記
会計上の見積りにより当事業年度に係る計算書類にその額を計上した項目であって、翌事業年度に係る計算

書類に重要な影響を及ぼす可能性がある項目は、次のとおりです。

（１）のれんの評価
①当事業年度の計算書類に計上した金額
のれん 1,262,522千円

②算出方法
貸借対照表に計上されているのれんは、株式会社ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇの前身であるTMC

BUYOUT3株式会社が2013年10月１日に旧ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ(2)を吸収合併した際に発生し
たものであります。
当社は、当事業年度において、新型コロナウィルス感染症拡大の長期化と、それに伴う自粛要請によっ

て景気の低迷が続いており、経営環境の著しい悪化が生じているため、のれんを含む資産グループに減損
の兆候があると認められることから、当該資産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フローの総
額と帳簿価額を比較することによって減損損失の認識の要否を判定しました。

③主要な仮定
当該資産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フローは、取締役会で承認された３年以内の事

業計画を基礎とし、その後の長期成長率を０％と仮定して見積っております。
事業計画を基礎として計算した割引前将来キャッシュ・フローの見積りにおける重要な仮定は、売上

高、直接利益（売上高からモニター謝礼やコンサル外注費等の直接原価を除いて算出した利益）、営業利
益、ＭＳＲの調査数であり、過去の実績推移や直近の受注状況、経営環境等を考慮して策定しておりま
す。
なお、新型コロナウィルス感染症の収束時期を見通すことは困難ですが、2023年２月期中には、政府
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や自治体による顧客企業の営業活動の制限が徐々に解除されていくものと想定しております。一方、感染
再拡大に対する不安感や、中小企業を中心に感染拡大が長期化したダメージからの回復に時間がかかるこ
とを勘案すると、営業活動の制限解除後もしばらくは様子見が続くものと考えており、当社グループは、
2024年２月期中に顧客企業との取引量が回復するという仮定のもと見積りを行っております。

④翌事業年度の計算書類に与える影響
当事業年度において、当該資産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額と帳簿価額

を比較した結果、減損損失の認識は不要と判断しておりますが、将来の経営環境の著しい変化により見積
り及びその基礎となる仮定に関する不確実性が高まった場合には、翌事業年度において減損損失を計上す
る可能性があります。

４．貸借対照表に関する注記
（１）有形固定資産の減価償却累計額 108,145千円

（２）関係会社に対する金銭債権及び金銭債務
短期金銭債権 13,531千円
短期金銭債務 480千円
長期金銭債権 45,361千円

５．損益計算書に関する注記
関係会社との取引高
①売上原価 7,043千円
②営業取引以外の取引高 449千円

６．株主資本等変動計算書に関する注記
当事業年度末における自己株式の種類及び株式数
普通株式 128,169 株
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７．税効果会計に関する注記
繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳
繰延税金資産
未払事業税 2,563千円
貸倒引当金 24,169千円
賞与引当金 7,874千円
役員賞与引当金 1,397千円
敷金償却費 4,984千円
投資有価証券評価損 6,781千円
関係会社株式評価損 1,147千円
関係会社出資金評価損 4,809千円
その他 3,496千円
繰延税金資産小計 57,221千円
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 △36,111千円
評価性引当額小計 △36,111千円
繰延税金資産合計 21,110千円

８．関連当事者との取引に関する注記
（１）子会社

（単位：千円）

種 類 会社等の名称 議決権等の所有
（被 所 有） 割 合 関連当事者との関係 取 引 の 内 容 取 引 金 額

（※４） 科 目 期 末 残 高
（※４）

子 会 社 MS&Consulting
（Thailand）Co.,Ltd.

所有
直接 49％
（※１）

資金の貸付
役員の兼任

資 金 の 貸 付
（※２） ―

関 係 会 社
長期貸付金
（※３）

45,361

取引条件及び取引条件の決定方針等
（※１）MS&Consulting（Thailand）Co.,Ltd.は、当社の持分が50％以下ですが、当社が実質的に支配してお

り、子会社としております。
（※２）資金の貸付については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
（※３）MS&Consulting（Thailand）Co.,Ltd.への貸付金等に、48,978千円の貸倒引当金を計上しておりま

す。また、当事業年度において1,826千円の貸倒引当金繰入額を計上しております。
（※４）取引金額及び期末残高には消費税等を含めておりません。

９．１株当たり情報に関する注記
（１）１株当たり純資産額 441円15銭
（２）１株当たり当期純利益 17円20銭
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監査報告
連結計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書 2022年４月19日
株式会社ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ
取締役会 御中

太陽有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 本 間 洋 一 ㊞
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 古 市 岳 久 ㊞

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇの2021年３月１日から2022年２

月28日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結財政状態計算書、連結包括利益計算書、連結持分変動計算書及び連結
注記表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、会社計算規則第120条第１項後段の規定により定められた、指定国際会計基準で求められ

る開示項目の一部を省略した会計の基準に準拠して、株式会社ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ及び連結子会社からなる企業集団の当該
連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人

の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定
に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、連結計算書類を会社計算規則第120条第１項後段の規定により定められた、指定国際会計基準で求められる開示

項目の一部を省略した会計の基準により作成し、適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であるかどうかを評価

し、会社計算規則第120条第１項後段の規定により定められた、指定国際会計基準で求められる開示項目の一部を省略した会計の基
準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
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連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかど

うかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示
は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的
に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を

行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実
施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に
際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注
記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企
業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前
提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な
不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められ
ている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業と
して存続できなくなる可能性がある。

・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、会社計算規則第120条第１項後段の規定により定められた、指定国際会計基準で求められ
る開示項目の一部を省略した会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成
及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監
査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む

監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立

性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容に
ついて報告を行う。

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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